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経営TOPICS

　仮想通貨といえばビットコイン（bitcoin）が有

名ですが、そのほかにもいくつかの「アルトコイ

ン」(altcoin)と呼ばれる仮想通貨も購入できま

す。「alternative coin」が略されて、アルトコイン

と呼ばれており、「（ビットコインの）代わりとな

るコイン」という意味です。

　これは、投資家の間では仮想通貨狂騒曲とでも

いうべきニュースなのでしょう。しかし、実際に

「商品を買った対価として」決済に用いることは

できるか、ご存知の方がどれくらいいらっしゃる

でしょうか？ そもそも、どのようなお店で使え

るのでしょうか？　

　実際に仮想通貨として流通していて、ある程度

の店舗で「使える」というと、ビットコインくらい

しかなさそうです※。大手通販サイトや歯科医院

などで使えるところがあるほか、初期費用のみ

ビットコイン決済が可能な不動産賃貸などもあ

ります。まだ、「どこでも使える」というほどの利

便性ではありませんが、利用可能な店舗はこれか

らも増えていくと考えられます。

　なお、ビットコインは、「coincheck」で購入で

きますが、「名前は聞いたことがあるけれど、まだ

自分には関係ないな」と思っている層が、現状で

は大多数を占めているようです。

　これは、消費者だけでなくサービスを提供する

企業側も同じかもしれませんが、ここで少し考え

てみてください。「自社のサービスを周知したい」

「先進的な企業だというブランディングをした

い」と考えている経営者にとっては、大きなチャ

ンスということです。というのは、「ビットコイン

決済が可能」ということを謳えば、ニュースサイ

トや情報感度の高いWebサイト、珍しい業種で

あればTVや大手ビジネス誌などで取り扱われる

可能性が、ビットコイン決済が不可能なお店に比

べて、とても大きなものになるからです。

　PRという観点から、こういった広告効果はと

ても高いので、ビットコインを決済に導入するか

どうかを検討してみるのもよいかもしれません。

「ビットコイン」のような世間で話題になってい

るキーワードにアンテナを張っておきましょう。

仮想通貨の時価総額ランキングサイト「coinmarketcap.com」によると、3月末以降の2ヵ月
余りでビットコインの価格が2倍以上に跳ね上がったことがわかりました。加えて、ビットコイン
以外の仮想通貨も価格が大きく上昇しており、ますます注目を集めています。

仮想通貨はまだまだ他人事？
ビットコイン導入のメリット

「ビットコイン決済」を導入すれば
メディアに取り上げられやすい

※2017年6月現在
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出典：東京商工会議所「中堅・中小企業の新入社員意識調査」（2017年６月６日）

差があります。待遇や将来性よりも、職場の雰囲

気を大切にする傾向が強いことがわかります。

　では、就活生に職場の雰囲気を伝えるにはどの

ようにすればいいのでしょうか？　一番大切な

のは就活生に対面する社員に丁寧な対応を徹底

させることです。29.6％の就活生が「採用担当

者・社員に好感が持てた」と回答したように、就活

生と接する職員の対応は大きく作用するでしょ

う。また面接の際に、オフィスを直接見てもらう

など、多くの社員と触れ合う機会をつくることも

効果的です。

2017年６月６日に東京商工会議所が「中堅・中小企業の新入社員意識調査」を発表しました。
この調査は、東京商工会議所による「新入社員ビジネス基礎講座」に参加した1,042名の就活生
を対象としています。この調査の中の質問のひとつ「入社した会社を選んだ理由は何ですか」の回
答を見ていきましょう。

　最も多かった回答は「仕事の内容が面白そう」

の44.2％でした。３番目に多かった「自分の能

力・個性が活かせる」（37.0％）と合わせて見てみ

ると、就活生は「自身が楽しんで仕事ができるか」

を大切にしていることがわかります。しかし同業

種であれば、「仕事のやりがい」で差別化を図りに

くいところ。そこで注目したいのが２番目に多

か っ た 回 答 の「 職 場 の 雰 囲 気 が 良 か っ た 」

（39.3％）です。「将来性・発展性がある」の21.6％

と比べると17.7ポイント、「待遇（給与・福利厚生

等）が良い」の21.3％と比べると18.0ポイントの

４割近くの就活生が「職場の雰囲気」を重視

待遇や将来性よりも
“人”を見られている？

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン 03

データで見る経営

職場の雰囲気で
他企業と差をつける

就活生は
社員の対応を見ている
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「グループ法人税制」は、平成22年度の税制改正で創設された制度です。
日本国内において分社化や完全子会社化による企業グループの形成など、企業グループの一体
的な経営が展開されている実態に即した制度だといえるでしょう。

　平成22年以前からあった「連結納税制度」で

は、企業グループを一の納税主体とし税金の計

算をし、また、企業グループの所得が通算され、

その制度の適用は選択制となっています。一

方、グループ法人税制においては、税金の計算

や納税は単体法人で行いますが、100％支配グ

ループ内の一定の取引について強制的に適用

されます。円滑に資産移転ができるようにする

ための含み損益の課税繰り延べなど、100％支

配グループ内の法人間においてさまざまな課

税上の特例措置が設けられています。

適用となるのは、以下のような取引などがあり

ます。

Ⅰ．100％グループ内の法人の資産の譲渡等

Ⅱ．100％グループ内の法人間の寄附等

Ⅲ．100％グループ内の法人からの受取配当等

    の益金不算入

　以下のようなケースでグループ法人税制を

上手に活用することのメリットは、実務上、大

企業だけでなく中小企業にもその恩恵をもた

らします。

ケース①

＜親会社から帳簿価額3,000万円（時価5,000

万円）の土地を100%子会社へ売却した＞

　グループ法人税制において、親会社は土地売

却益2,000万円を計上しますが、法人税の計算

ではその2,000万円を減算して税金を計算する

ため、課税されません（課税の繰り延べ）。つま

り、会計上の売却益2,000万円を、税金の計算上

でマイナスするため、無税で子会社に資産を移

転させられるというわけです。

　のちに、子会社がこの土地をグループ外の会

社に売却した場合等には、親会社は土地売却益

2,000万円を法人税の計算において加算し、実

現した利益として課税されることになります。

ケース②

＜親会社から100%子会社へお金を1,000万

円移転させた＞

　グループ法人税制が適用されない場合、親会

社から子会社に対する1,000万円の寄附とし

て、親会社では寄附金控除限度額までは損金算

入とし、子会社では受贈益1,000万円を益金算

入とされます。しかし、グループ法人税制では、

親会社で全額損金不算入、子会社で全額益金不

算入となります。

　また、親会社は、（受贈益の額1,000万円×持

株割合100％）－（寄附金の額0円×持株割合

100％）＝1,000万円を、申告調整します。

　詳しいことは会 計事務所にお問い合わせく

ださい。

グループ内での資産移動が円滑に？
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多様化する法人組織の形態、
実態に即した課税制度
「グループ法人税制」とは？

税務・会計2分セミナー

親会社から子会社への
資産の移転が無税でできる



GDP（国内総生産）を、労働投入量（就業者数×労働時間）で割ったのが「労働生産性」。「労働者が
生み出した成果がどれくらい効率的だったか？」を定量的に表す指標です。
この労働生産性において、OECD（経済協力開発機構）加盟35カ国中、日本は18位（2016年）。生
産年齢人口が減少の一途をたどっていく可能性が高い日本では、その減少分をカバーするために生
産性を向上させるという狙いが国策として掲げられるのは必然だったのかもしれません。
ただ、具体的な施策として、労働時間規制、同一労働同一賃金は、果たしてうまく機能しているとい
えるでしょうか？

 　労働生産性を上げるということを目指せば、

労働は「成果」で評価されることになります。そし

て、成果主義であれば、性別、障がいのあるなしな

どで差別されることがなくなり、ひいては企業の

競争力強化に通じると考えられたのかもしれま

せん。

　ところが、新卒→育成→社内スキルの向上とい

うキャリアパス、いわば「就職」ではなく「就社」と

いう雇用スタイルが多くの日本企業の特徴です。

　成果主義に加えて、長時間労働の規制圧力も強

まったなかで、「就職」ではなく「就社」をした社員

はどのような仕事の仕方をするようになるで

しょうか？

　知的労働力を生かした知識集約型産業では、業

務時間外にも「考える」作業に追われ疲弊してい

く労働者がいてもおかしくありません。人事部か

らは残業を禁止されるなど、形式的にコンプライ

アンス遵守を求められ、その直後からすでに形骸

化しているというような場合も……特に、「就社」

という意識で働く労働者は会社への帰属意識が

強いでしょうから、幹部候補だったりすると、出

世のために必要以上に頑張ってしまい、結果、疲

弊するというケースも懸念されています。

　成果主義というものは、形として残るか、目に

見えて定量的に測れるものを評価する考え方で

す。一見するとマイナス評価な仕事であっても、

来期以降の大きな成果のために実は必要な仕事

であるかもしれません。

 「失敗は成功の母」といいますが、マクロな政策

や安易な成果主義に流されることなく、「成功の

母」を自ら排除してしまう評価制度に陥らないよ

う気を付けておきたいものです。

自社に合わない成果主義の導入は、
時短圧力の形骸化を生む

労務ワンポイントコラム
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「就職」ではなく「就社」という
日本型雇用

カウントされない時間外業務で疲弊



　思いのほか、わずらわしい役員変更

登記。以下のケースでは、いずれも起算

日から2週間以内に手続きすることに

なっています。

①「就任」は、役員を増員し同一人が再

選、かつ重任に該当しない場合。

②「重任」は、同一人が任期満了と同時

に再選した場合。

③「辞任」は、任期途中に辞めた場合。

④「退任」は、任期満了の場合。

⑤「死亡」は、文字通り死亡した場合。死

亡を証する書面（死亡届出書・医師の死

亡診断書・戸籍謄本または戸籍抄本・住

民票の写し等）を添付します。

⑥「解任」は、「株主総会の決議で取締役

または監査役を解任した場合」「取締役

会の決議で代表取締役を解任した場

合」「裁判で、役員を解任した場合」など

がこれにあたります。

⑦「商法で定められた『欠格事由』」に該

当」するのは、たとえば在任中に役員が

破産した場合などがこれにあたり、ひ

とたび「退任」する必要があります。

　平成18年の会社法で、登記事項証明

書や定款に「当会社の発行する株式の

譲渡又は取得については、株主総会（や

取締役会など）の承認を受けなければ

ならない。」という記載がある株式会社

では、取締役、監査役の任期がともに最

長10年まで延ばせるようになってい

ます。

　どの会社も、定款のなかで取締役の任期を定めています。そして取締役の任
期満了ごとに発生する手続きとして「役員変更登記」があります。役員の人員構
成に変更のない場合でも、①「就任」 ②「重任」 ③「辞任」 ④「退任」 ⑤「死亡」
⑥「解任」 ⑦「商法で定められた『欠格事由』に該当」のいずれかに当てはまる
場合は「役員変更登記」が必要です。

　なお、過料の通知は会社宛でなく、代

表者個人宛に裁判所から届きます。代

表者自身が実際に過料を払うことに

なった事例としては、「すでに任期が切

れてから数年経過していた登記変更」

「数年前に死亡した取締役の登記変更」

などが多いようです。会社法第976条

で「百万円以下の過料に処する」とされ

ていますが、実際には数万円程度の範

囲で収まるようです。ただ、過料の算定

方法は公開されていませんので注意が

必要です。

　知らぬ間に役員変更登記の手続き期

限を過ぎていたということのないよ

う、いま一度、会社の定款を確認してお

きましょう。

　詳しいことは専門家にお問い合わせ

ください。
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社長が
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法務講座

役員変更登記の手続きを
忘れずに

過料が課されてしまった…
いくら払えばいいの？



「（USJのような）大企業じゃないと、顧客データ

を集めるのは難しい」と思っている方もいらっ

しゃるかもしれません。しかし、近年はシステム

の発達により、中小企業でも顧客データの集約が

容易な時代になりました。

　たとえば、ユビレジやエアレジといったクラウド

型POSレジの登場。スマホやタブレットなどの端

末があれば、置き型レジを買わなくても顧客デー

タの収集・管理ができるようになりました。

　またBtoB企業向けにも、セールスフォースと

いった顧客管理のソフトが開発され、営業担当者

が情報を入力すれば分析データが出力されるよ

うになっています。システムの導入費用が捻出で

きない企業でも、エクセルを活用すれば、アンケー

トなどで集めたデータの集約・分析はそれほど難

しくはありません。

　顧客データは集約するだけではいけません。売

上につなげなければ、宝の持ち腐れです。顧客

データを見るときに最初に目が行きがちなのは、

伸びている数値です。ところがUSJでは、伸びて

いる数値ではなく、伸びていない数値に着目し

て、入場者数の増加を実現しました。USJが入場

者数を月別に出力したところ、10月の入場者数

が少なかったことがわかりました。これをきっか

けにUSJではハロウィンイベントを充実させた

雑誌で特集が組まれるほど、「データ分析」が現在注目されています。データを活かし、事業拡大を
している代表的な企業のひとつがユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）です。東京ディズ
ニーリゾートが２年連続で年間入場者数を減らしている中、USJは３年連続で過去最高の年間入
場者数を記録しています。勢いづくUSJが実践しているデータ分析とは？

システムの発達で
データ集約が簡単に

伸びている数値は
それ以上伸ばしにくい

のです。このイベントにより、10月の来場者数が

単月入場者数の過去最高（2011年）を記録した

とのことです。今でもハロウィンイベントは、

USJを支える大きな催事になっています。

　では、数値が伸びている事業に注力することは

いけないのでしょうか？ 結論から言えば、時間

と労力に余裕があるなら、注力してもいいでしょ

う。伸びている数値に注力するのは、90点取って

いるテストを100点にするようなものです。20

点しか取れていないテストを40点にする方が、

時間や労力がかからないですよね。伸びていない

数値の方が伸びしろがあるわけです。効率的に売

上を伸ばしたいのであれば、伸びていない数値を

改善していくことも一手です。

ＵＳＪから学ぶ顧客データの分析力

“伸びていない数値”が
ビジネスにつながる
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増客・増収の

ヒント
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「傷病手当金」は、会社員や公務員に対して健康保

険組合から支給される生活援助金です。月給の約

2/3が最長で18カ月、支給され、従業員の生活を

支援することができます。対象となるのは、健康

保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合）など

に加入している従業員です。

　なお、業務上や通勤途中にケガをしたり、仕事

が原因で病気になったりした場合は、傷病手当金

ではなく、労災の対象となります。家からスー

パーに買物に行くときにケガをしたなら傷病手

当金に、通勤中だったなら労災に、というわけで

す。

　傷病手当金の支給条件は、以下の4つ。

①仕事以外での病気やケガのために入院、または

自宅療養している

②今まで従事していた業務ができない

③最初に3日間連続で休み、4日目以降も就労が

できない

④休業した期間に、給与の支払いがない

　これらすべてを満たしたときに支給されます。

①仕事以外での病気やケガで療養している場合

に支給されます

　療養には「自宅療養」も含みますので、入院して

いなくても傷病手当金は受け取れます。また、保

険外の診療（自費診療）でも、仕事につけないとい

う医師の証明があれば支給対象になります。美容

整形など、病気やケガと認められないものは、支

給対象外です。

②病気やケガのために、それまでやっていた仕事

ができない場合（「労務不能」の状態）に支給され

ます

「労務不能」の状態になっているかどうかは、それ

まで従事していた職種や業務不可を考慮し、医師

の意見をもとに判断されます。

③休み始めた最初の3日間は「待機期間」といわ

れ、傷病手当金は支給されません

　連続して3日間休んだら待機期間が成立（待機

完成といいます）し、4日目から、傷病手当金が支

給される手順を進められるようになります。「連

続して3日休む」というのがポイントで、待機期

間の3日間は、有給休暇、公休（土日祝などの休

日）、欠勤など、いずれの休み方でも休みとしてカ

ウントされます。とにかく3日間連続して休めば

待期期間は成立します。

④「療養中で給与がもらえない」期間の生活費を

保障するのが手当金。有給休暇を使うなどして給

与が出ている場合には支給されません

　ただし、休業中の給与の額が傷病手当金の額よ

りも少ない場合には、差額をもらうことができま

す。健康保険に加入していても、退職後の任意継

続被保険者※である期間に発生した病気やケガで

療養している場合は、傷病手当金の支給対象には

なりません。

※一定条件を満たせば、退職後も最長2年間、引き続いて健康保険に加入

できる制度のこと

　いかがですか？　会社員の生活を支えている経

営者にとっては、心強い制度ですね。従業員が不

意にけがや病気になったからといって落胆せず

に、傷病手当の道がないか検討してみましょう。

従業員が病気になって勤務継続が難しくなってしまいました。「労災」の対象にならない
ようなのですが、従業員に不労給与を与えるわけにもいかず、かといって見放すこともで
きずに困っています。どうすればよいでしょう…？

「労災」に当てはまらない傷病で
勤務が難しくなった場合、
どうすれば従業員の生活を
守ってあげられるの？

QA&
経営な

んでも

A
nswer

Q
uestion

病気や事故の原因が業務上でのこと

なら、労災という制度が適用されます

が、このケースのように労災に当ては

まらない場合には「傷病手当金」を検

討してみてはいかがでしょうか。


